
資料３ 

 

大綱次数 基本理念・取組事項など 取組 

行政改革 

大綱 

H18～

H29 

【基本理念】 

①新しい行政経営システムの構築 

②市民と行政の協働による新たなまち

づくり 

③健全な財政運営の実現 

④簡素で効率的な行政運営の推進 

【取組事項】 

・持続可能で安定的な行財政運営 

・市民起点・市民本位の改革と職員の全

庁的な意識の共有化 

・行財政の仕組み変革 

【行政改革第 1期推進計画】 

・パブリックコメント制度の導入 

→８件、39人の意見提出 

 

・指定管理者制度の導入 

→H19年度に28施設で導入開始 

 

・定数管理計画の策定 

→職員数の削減、人件費の総額抑制 

  など 

【行政改革第２期推進計画】 

・PFI 制度の導入 

→給食センターの整備に活用 

 

・横断的事業にプロジェクトチーム制の導入 

→事業方針とりまとめに導入、実績５チーム 

など 

【行政改革第３期推進計画】 

・実施計画検証シートの活用 

→期限・財源・プロセスを記載し、より詳細な

事業立案・検証を行う 

 

・ワンストップサービスの検討 

→市民・福祉窓口の配置を見直し、利便性を

向上させた。 

など 

【行政改革第４期推進計画】 

・コンビニ収納の導入 

→市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民

健康保険税のコンビニ収納を導入 

 

・生活支援コーディネーターの設置 

→高齢者の生活支援体制を整備 

など 



 

 

第２次行政 

改革大綱 

H30～R3 

【基本理念】 

経営型行政運営のさらなる推進 

～市民から信頼される、安定した行財政

運営～ 

【取組事項】 

・地域や民間の力の結集 

・行政の経営資源の最大限の活用 

・事務事業の積極的な見直しと財政健

全化 

〇地域や民間の力の結集 

・公立保育所の調理業務委託 

→永和保育園は自園調理を条件に指定管理

導入 

・窓口業務のアウトソーシング 

→永和郵便局で証明書発行業務を開始 

  など 

〇行政の経営資源の最大限の活用 

・市有施設及び跡地利用の見直し 

→不動産売払や民間企業への貸与を行った 

  など 

〇事務事業の積極的な見直しと財政健全化 

・予算インセンティブ制度の導入 

→行革による財源確保額を後年度の予算と

して活用できる手法の検討 

 など 

効果額：399,603千円 

第３次行政 

改革大綱 

R4～R7 

【基本理念】 

経営型行政運営のさらなる推進 

～市民から信頼される、安定した行財政

運営～ 

【取組事項】 

・地域や民間の力の結集 

・行政の経営資源の最大限の活用 

・事務事業の積極的な見直しと財政健

全化 

・時代の変化に対応したスマート自治体

への転換 

 

〇地域や民間の力の結集 

・ネーミングライツパートナーの募集 

→垣見鉄工(株)と契約を締結した 

  など 

〇事務事業の積極的な見直しと財政健全化 

・税外債権の徴収強化に向けた調査・研修 

→私債権の管理や放棄の手法の調査・研修 

・ワンストップサービスの充実 

→おくやみ手続のワンストップ化 

  など 

〇時代の変化に対応したスマート自治体への

転換 

・市役所窓口等でのキャッシュレス決済導入 

→クレジットカード、電子マネー、QRコード

決済が可能になった 

・タブレット端末の積極的活用 

→議会ではR5年１２月議会から使用開始、

執行部会議でもペーパーレス化を推進 

  など 


